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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 3 年 4 月 2 7 日 ( 2 0 2 1 . 4 . 2 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
第 １ 部 材 お よ び 第 ２ 部 材 の 間 に 配 置 さ れ て 前 記 第 １ 部 材 に 対 す る 前 記 第 ２ 部 材 の 振 動 を 抑  
制 す る 制 振 装 置 で あ っ て 、
前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 一 方 に 固 定 さ れ る 固 定 部 と 、
前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 他 方 に 当 接 可 能 な 制 振 部 と 、 を 備 え 、
前 記 固 定 部 は 、
台 座 部 と 、
前 記 台 座 部 か ら 立 設 す る 支 持 壁 部 と 、 を 有 し 、
前 記 制 振 部 は 、 粘 弾 性 体 と 、 前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 間 で 前 記 粘 弾 性 体 と 並 列  
に 設 け ら れ る 弾 性 部 と 、 を 有 し て お り 、
前 記 粘 弾 性 体 は 、 前 記 台 座 部 に 載 置 さ れ 、 前 記 支 持 壁 部 よ り 突 出 し た 状 態 で 前 記 支 持 壁 部  
に よ り 前 記 台 座 部 の 載 置 面 に 沿 う 方 向 の 動 き が 制 限 さ れ 、
前 記 粘 弾 性 体 は 、 前 記 弾 性 部 よ り 受 け 面 積 を 大 き く 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 制 振 装 置  
。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 制 振 部 は 、 前 記 粘 弾 性 体 を 覆 う カ バ ー 部 を 有 し 、
前 記 カ バ ー 部 は 、 前 記 粘 弾 性 体 よ り 粘 性 が 低 い ゴ ム 材 料 で 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す  
る 請 求 項 １ に 記 載 の 制 振 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
第 １ 部 材 お よ び 第 ２ 部 材 の 間 に 配 置 さ れ て 前 記 第 １ 部 材 に 対 す る 前 記 第 ２ 部 材 の 振 動 を 抑  
制 す る 制 振 装 置 で あ っ て 、
前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 一 方 に 固 定 さ れ る 固 定 部 と 、
前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 他 方 に 当 接 可 能 な 制 振 部 と 、 を 備 え 、
前 記 固 定 部 は 、
台 座 部 と 、
前 記 台 座 部 か ら 立 設 す る 支 持 壁 部 と 、 を 有 し 、
前 記 制 振 部 は 、 粘 弾 性 体 を 有 し て お り 、
前 記 粘 弾 性 体 は 、 前 記 台 座 部 に 載 置 さ れ 、 前 記 支 持 壁 部 よ り 突 出 し た 状 態 で 前 記 支 持 壁 部  
に よ り 前 記 台 座 部 の 載 置 面 に 沿 う 方 向 の 動 き が 制 限 さ れ 、
前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 一 方 は 、 車 両 の ド ア で あ り 、
前 記 粘 弾 性 体 は 、 下 記 式 （ １ ） に 示 す 静 的 ひ ず み ε ｓ が ０ ． ７ ％ か ら １ ５ ％ の 範 囲 に 収 ま  
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る 前 記 粘 弾 性 の 受 け 面 積 Ｓ で 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 制 振 装 置 。
ε ｓ ＝ Ｐ ／ Ｅ Ｓ   ・ ・ ・ （ １ ）
（ 式 （ １ ） に 示 す Ｐ は 、 車 両 の ド ア を 閉 じ た 状 態 で 前 記 粘 弾 性 体 に 入 力 さ れ る 荷 重 で あ り  
、 Ｅ は 、 前 記 粘 弾 性 体 の ヤ ン グ 率 で あ り 、 Ｓ は 、 前 記 粘 弾 性 体 の 先 端 側 お よ び 基 端 側 の 面  
積 に よ り 定 め ら れ る 荷 重 Ｐ を 受 け る 前 記 粘 弾 性 体 の 受 け 面 積 で あ る 。 ）
【 請 求 項 ４ 】
第 １ 部 材 お よ び 第 ２ 部 材 の 間 に 配 置 さ れ て 前 記 第 １ 部 材 に 対 す る 前 記 第 ２ 部 材 の 振 動 を 抑  
制 す る 制 振 装 置 で あ っ て 、
前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 一 方 に 固 定 さ れ る 固 定 部 と 、
前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 他 方 に 当 接 可 能 な 制 振 部 と 、 を 備 え 、
前 記 固 定 部 は 、
台 座 部 と 、
前 記 台 座 部 か ら 立 設 す る 支 持 壁 部 と 、 を 有 し 、
前 記 制 振 部 は 、 粘 弾 性 体 を 有 し て お り 、
前 記 粘 弾 性 体 は 、 前 記 台 座 部 に 載 置 さ れ 、 前 記 支 持 壁 部 よ り 突 出 し た 状 態 で 前 記 支 持 壁 部  
に よ り 前 記 台 座 部 の 載 置 面 に 沿 う 方 向 の 動 き が 制 限 さ れ 、
前 記 粘 弾 性 体 の 軸 方 向 高 さ Ｈ は 、 動 的 ひ ず み ε ｄ が ３ ％ 以 下 に な る よ う に 定 め ら れ る こ と  
を 特 徴 と す る 制 振 装 置 。
ε ｄ ＝ １ ０ ０ （ Ｄ ／ Ｈ ）   ・ ・ ・ （ ２ ）
（ 式 （ ２ ） に 示 す Ｄ は 、 片 振 幅 で あ り 、 Ｈ は 、 前 記 粘 弾 性 体 の 軸 方 向 高 さ で あ る 。 ）
【 請 求 項 ５ 】
前 記 制 振 部 は 、 前 記 第 １ 部 材 お よ び 前 記 第 ２ 部 材 の 間 で 前 記 粘 弾 性 体 と 並 列 に 設 け ら れ る  
弾 性 部 を 有 し 、
前 記 粘 弾 性 体 は 、 ０ ℃ 以 上 に お い て 前 記 弾 性 部 よ り 損 失 係 数 が 大 き い こ と を 特 徴 と す る 請  
求 項 ３ ま た は ４ に 記 載 の 制 振 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
  前 記 弾 性 部 は 、 前 記 粘 弾 性 体 に 挿 入 さ れ て 前 記 固 定 部 に 当 接 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求  
項 １ か ら ５ の い ず れ か に 記 載 の 制 振 装 置 。
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